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平成 24 年３月期第３四半期報告書の提出遅延のお知らせ 
 
 

当社は、金融商品取引法第 24 条の４の７に定める法定提出期限であります平成 24 年２月 14 日までに平

成 24 年３月期第３四半期報告書を関東財務局長宛に提出できないこととなりましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

１．提出遅延について  

当社は、平成 23 年９ 月 22 日に公表いたしましたとおり、当社グループの持分法適用会社であった

LianDi Clean Technology Inc.の株式を追加取得し、子会社化いたしました。 

この度、当社が当該子会社における平成 24 年３月期第２四半期の税効果会計の処理を見直した結果、第

２四半期の四半期報告書の訂正が必要と判断いたしました。 

尚、この事項に関しては平成 24 年３月期第３四半期報告書提出直前になって判明したものであり、当社

は、平成 24 年３月期第２四半期訂正報告書、当該訂正を反映した第３四半期報告書の作成、及び当社の会

計監査人である新日本有限責任監査法人のレビュー作業に時間を要するため、本日、平成 24 年３月期第２

四半期決算短信の訂正、及び平成 24 年３月期第３四半期決算短信は発表しておりますが、平成 24 年３月

期第３四半期報告書につきましては、法定提出期限であります平成 24 年２月 14 日までに提出できないこ

ととなりました。 

 

２．監理銘柄（確認中）への指定について 

 提出遅延によって、当社株式は株式会社大阪証券取引所の規定により、監理銘柄（確認中）に指定され

る見込みです。 

 

３．今後の見通し  

現在、当社は上記作業を速やかに実施しており、平成 24 年３月期第３四半期報告書を平成 24 年２月 23

日を目途に提出させていただく予定です。 

 

今回、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、ご迷惑とご不便をおかけいたしますこと

を深くお詫び申し上げます。  

以 上 


